
加曽利南貝塚の整備を終えて

山本 勇

加曽利貝塚の保存と整備は、現在の北貝塚住居跡群観覧施設となる昭和37年の発掘調査、 39• 

40年度の南貝塚の大発掘に始まり、北貝塚5.5haの保存と公園整備並びに貝塚博物館建設に引

継がれた。さらに、南貝塚7.7haの保存に継承された。

昭和60年度、野外博物館を目指す加曽利南貝塚整備構想が策定され、昭和63年度から平成 5

年度の 6年間にわたって「縄文植生の復元」、「縄文集落の復元」、「貝塚の表現」を主なテーマ

とする史跡環境整備工事を実施した。本稿は、今後の加曽利貝塚の整備及び博物館活動の一助

になることを期待し、この整備の概要を記したものである。

1 整備計画に至る経緯

(1) 千葉市史跡整備基本構想策定一昭和54年度～56年度

千葉市では、これまで昭和46年の加曽利貝塚をかわきりに、昭和53年の月ノ木貝塚（中央区

仁戸名町）、昭和54年の荒屋敷貝塚（若葉区貝塚町）、昭和56年の積橋貝塚（花見川区さつきが

丘）など大型縄文貝塚 4遺跡が国の史跡として指定され、保存措置を講じてきた。

月ノ木貝塚の保存のさなか、京葉道路建設に伴う荒屋敷貝塚の保存問題が論議された。その

経過の中で、千葉市において今後どのような遺跡を保存し、どのように活用するかと言う、遺

跡の保存と整備の問題を根本的に策定する必要性が高まった。

昭和54年度に、植物・動物学、考古・歴史学、博物館学、都市計画等の専門委員からなる

「千葉市史跡整備基本構想策定委員会」を設置した。以来、昭和56年度にかけて市内主要遺跡

の現状調査と整備に係る問題点など、各委員や関係者間で慎重に検討を加えた。各委員の提起

や委員会の成果が、•千葉市における今後の史跡整備の方針としてまとめられた（「史跡整備の

現状と問題点ー中間報告書」昭和56年 3月、「千葉市史跡整備基本構想」昭和57年 3月）。

その内容の概略は次のとおりである。

①自然環境・植物生態学と自然保護の観点からは植生の歴史的復元とその管理、動物学の観点

からは食料資源と生産活動を考慮した整備、地理学の観点からは地形の保全と遺跡の歴史的

背景を踏まえての保存整備、など様々な視点から遺跡の環境をふくめての保存・整備が必要

である。

②整備の前提は、積極的に保存すべき遺跡の選定である。そのため必要となる学術的な発掘調

査は、計画的に実施する必要がある。整備の形態として、遺跡情報の保存のための整備（現
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図 1 千葉市内の大型貝塚の分布
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鋼吉台北貝塚⑮大膳野貝塚

-2-



状保存、保存修理）、遺跡の内容表現のための整備（復元整備、野外博物館）、多角的活用の

ための整備（憩いやリクリェーション・その他）がある。整備全体のデザインは遺跡の種類

や性質ばかりで決められるものではない。遺跡をとりまく環境や条件あるいは社会的要求な

どの総合的な見地から適当な方法が選択され、整備内容が計画される。あらゆる遺跡の整備

に共通するものがあるわけでなく、追跡ごとにその都度検討がはじめられることが必要であ

る。各遺跡ごとのさまざまな背景の下に、最も適当な整備のデザインが多様になされること

が肝要となる。

③時期・性格・形態・規模・立地などの個別的な意義や有機的な関連性を捉えずに、単なる思

い付きでその場かぎりの整備を進めても意味はない。

④整備・活用の条件は、用地の確保に努め、整備については重点的に行う。整備の方針によっ

ては、学者や研究者だけの物となり、市民と無縁のものになりかねない。このため、幅広く、

多くの人々に興味を持たせ、理解しやすくする具体的な配慮こそ、整備の最も基本的な条件

である。

⑤市内の遺跡は遺存状態からみると、遺存状態が良い遺跡、破壊されてはいるが旧状復元が可

能な遺跡、破壊された記念碑的遺跡とに分類できる。また、遺跡の所属時期によって、単一

時代遺跡群、単独辿跡、複合時代遺跡群（複合遺跡）に分けられる。これらの組み合わせで

有効で多様な整備を図ることができる。

⑥文化財保護から見ると、遺跡は歴史研究の資料、土地の重屑性・歴史性を証明するもので、

地縁的連帯感をもたらす絆として未知の可能性を秘めている。歴史研究資料としての活用や

文化的基点としての活用、社会教育資料としての活用が考えられ、遺跡自体の当面の評価と

遺跡の自然・社会的条件に即した整備計画の樹立が必要である。

⑦博物館学の立場からは、遺跡（群）の確保を前提に、自然史資料と文化史資料とを関連づけ

た形での野外博物館の整備が考えられる。その活用を図るために、まず交通網の整備と市民

参加制度の確立が不可欠である。

⑧都市計画からは、整備するにあたって、遺跡（群）の保全計画の考え方を明確化し、目的・

性格・整備方法等それぞれに対応した手法や体制が必要である。歴史的追体験の場の整備及

びその活用は地域的連帯を支える源泉・地域づくりの糸口である。遺跡と自然環境を合わせ

ての保全は都市景観に多様性と豊かさを与え、地域の個性的景観の基礎になる。遺跡整備す

るためには、迫跡についての調査研究の体制の強化、遺跡のリストアップ、対策別のランキ

ングなどの作業を進め、市民に保全計画の内容を示して、その批判と協力を受ける努力が必

要である。

以上のように委員会で提起された事項は、史跡整備を検討する上で示唆に富むものであった。
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(2) 千葉市史跡整備某本計画策定と加曽利貝塚の整備一昭和57年度～59年度

基本構想をもとに、整備の目的と方法が検討され、整備形態のパターンが計画・提起された。

貝塚の街と言われる千葉市を特徴づける遺跡・縄文貝塚の整備計画とその手法が検討された。

整備形態のパターンは、遺跡の情報・逍存状況、規模、社会的条件などにより、記念碑的整

備、現状保存的整備、野外博物館的整備及び多角的活用のための整備の4つに分類され、この

中で、加曽利貝塚については野外博物館的整備が検討された。

この野外博物館的整備は、文化財と 「1然の保護を前提として、遺跡と自然環境の意義・内容

を積極的に表現し、それを中心とする調査・研究・学習・教育などの自主的な社会教育活動を

促進しようとするものである。遺跡（群）がすべて発掘調査によって解明されるとは限らない

が、その場合でも判明されている範囲の内容を表現し、未調査の部分も将来の解明のために現

状を保存する。そして、順次発掘することによって明らかになった部分を現地に固定したりそ

の様相を表現して行く。遺跡そのものを野外に展示してその内容や意義を表現するものである。

また、加曽利貝塚博物館を本館として、月ノ木貝塚、荒屋敷貝塚等の史跡を分館としての貝

塚博物館ネットワーク構想などの整備が考えられ、整備方法によって、史跡そのものに博物館

的施設の性格を持たせることが提起された。（「史跡整備の方法一縄文貝塚の整備ー」昭和58年

3月、「千葉市史跡整備基本計画策定」昭和60年12月）

2 加曽利南貝塚の整備

史跡加曽利貝塚ー南・北貝塚は千葉市の遺跡を代表するばかりでなく、わが国屈指の貝塚遺

跡である。これを保存し、当時の生活環境や文化活動の様相を具体的に示し、見学者が現地で

実物によって直接体感し、学習できるように周辺地形や自然環境とともに遺跡全体を現地に展

示する「野外博物館」として公開することを目指し、ほとんど未整備・未活用であった南貝塚

を整備するものである。

昭和60年度に基本構想にあたる「史跡加曽利南貝塚整備基本設計」を作成し、昭和61• 62年

度に地下レーダー、電流比抵抗マッピングによる埋没迫構所在調査を実施した。昭和63年度に

はその結果に基づいて貝層表示、植栽、園路説明板等の実施設計を作成するとともに整備工事

を開始した。平成元年度に整備事前調査（南側管理用通路、貝層断面施設、集落復元予定地）

を実施し、貝層断面施設及び集落復元の基本設計「南貝塚整備基本設計」を作成、平成 2年度

に実施設計、平成 3年度に集落復元、貝層断面節状剥離、平成 4年度に貝屑断面施設新築、平

成 5年度に貝層断面展示及び施設周辺整備を実施することで当面の南貝塚の整備を完了した。

整備は、全体として歴史的自然環境の具現化を目的として、南貝塚を出士遺構等から住居群

を主とした生活ゾーン、貝塚を主とした生産ゾーンと坂月川周辺をtとした交通ゾーンの 3つ

ゾーンに区分した。その中核的な整備として縄文植生の復元（縄文の森の復元）、縄文集落の
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表 1 史跡整備の方法的パターンとその具体的内容

史跡整備の A B C 
D 

E F 
具体的内容 野外博物館的

史跡整備の
記念碑的

現状 自然 単独移藉 移藉群 地区サイト 総合サイト
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整
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の 対 遺 跡 の 景 観
象 地上遺構の現状お

も
地下遺構の埋蔵

自然地形の修復

な
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復元、貝塚の表現があげられる。

(1) 縄文植生の復元（縄文の森の復元）

植栽は歴史的自然環境復元の具現化の一つである。昭和39• 40年の加曽利貝塚発掘による出

土炭化物及び昭和60年度の整備基本設計における坂月川湿地で採集した花粉分析の資料をもと

に、樹木を選定した。

加曽利貝塚出土炭化物19点の内訳は、クリ 15点、エノキ 3点、カヤ 1点で、南貝塚からはク

リのみ 3点で（『加曽利貝塚 JI』1968)、クリの出士が顕著に多い。

また、坂月川湿地花粉分析の結果からは次のような植生が想定されている。

B.P約8,000?~3,000年（縄文早期～後期）ではシイノキ属層、ケヤキ・ニレ層時代で、台地

ではシイ・カシなどの常緑広葉樹林から漸次シイの減少とクリ・コナラの増加（二次林・人間

活動の活発化）、斜面ではケヤキ・ニレ・イヌシデ・エノキ・ムクノキ・トチノキを含む落葉

樹、谷部ではハンノキが生育していたと判断された。

B.P約3,000?~2,000年（縄文晩期）はコナラ亜属、アカガシ亜属、ハンノキ脳時代で、台地

ではさらにシイが減少し、コナラが増加する。谷部ではハンノキがみられた。

この内容により、「縄文の森」の植生復元を目標に、生活ゾーン及び生産ゾーンである住居

群・貝塚については二次林を想定してクリ・クヌギ・コナラ等、住居群・集落から離れてカシ・

シイ等、交通ゾーンである低地近くにハンノキ・オニグルミ等を植栽した。特に、住居群の周

囲には住居の一般的な建築材であり、食料資源としても重要であるクリを植栽した。

また、施設整備にともなう特化植栽として、道路・住宅・駐車スペース・消火栓箱及び貝層

断面施設の遮蔽・修景のため、復元植生を考慮してドウダンツッジ等を植栽した。

植栽樹木の内訳は次のとおりである。

復元植栽 360本

ケヤキ (11)、エノキ (3)、ニレ(4)、ムクノキ (3)、コナラ (64)、クヌギ(125)、クリ (29)、

イヌシデ(36)、ハゼノキ (8）、ハンノキ (8)、トチノキ (5)、オニグルミ (3)、シラカ、ン・

アカガシ・アラカシ(30)、スダジイ (10)、マテバシイ (10)、ガマズミ (5)、マユミ (6)

特化植栽 3,420本

オオムラサキ (560)、サッキッッジ (130)、ドウダンツッジ (1,642)、ヤマブキ (400)、ハギ

(420)、ムラサキシキプ(7)、ネズミモチ (17)、ヒサカキ (110)、ツゲ(24)、トベラ (110)

なお、中・高木の植栽にあたっては、地下遺構の損傷を避けるため地下レーダー探査と試掘

及び昭和45~48年度の南貝塚遣跡限界確認調査によって、迫構が検出されていない地点や新に

土盛をした区域に樹木を植栽した。
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(2) 縄文集落の復元

大規模な貝層を遺した加曽利貝塚の人々の暮らしの一端を示すため、南貝塚の南東約100m

の東傾斜面を望む平坦な台地に縄文時代中期の集落を再現した。復元は実物大の住居 8棟（内

2棟は軸組までの復元）で、南貝塚遺跡限界確認調査（昭和45~48年度）で発掘された逍構群

の内、縄文時代中期後半・加曾利 EII式期のものを対象とした。

①住居の復元

復元は遺構の保存を第一義とし、発掘調査で検出された迫構を対象とした。住居跡を再発掘

し、平面プランや柱穴・炉等に紙パイプや垂木を立て、その位置を保持しながら埋め戻しを行

い、 40cm程盛土したうえに再び竪穴を成形した。軸組の材料は縄文時代の植生から判断して、

入手可能なクヌギ・クリなどの皮付き雑木を用いた。柱は幹が枝分かれする又材を利用し、梁・

桁を架設した。安全性と耐久性を確保するためにポルトで固定し、藤づるで化粧した。垂木材

は、とりあえず地表から棟まで一本で通すこととし、杉丸太を用い、釘で梁・桁と固定した。

屋根組の細部については今後の検討課題としたい。

屋根はカヤ葺きである。地表と接する最下段の部分はカヤの穂先を上に向け、それより上は

穂先を下に向けたいわゆる逆葺きとした。厚さ30cmのカャをマダケで押え、屋根の横木に藤

づるで結束した。棟の保護には杉皮を被せた。出入口は当初内側での跳ね上り戸を考えたが、

おさまりや機能の問題から外側での置戸式に変更した。

②防災設備の設置

加曽利貝塚の現状は周囲に柵のない開放的な広場であり、今回の整備において防犯防災につ

いて検討された。外灯、監視用テレビ、赤外線センサー、インターホン及び消防設備などが考

えられたが、遺構・史跡景観の保全及び設備の有効性等を検討した結果、必要最小限の物とし

て復元住居内のインターホンと消火栓設備を設置した。これら設備に係る電源、火災報知機受

信盤は既設の博物館設備を改修するとともに放送設備を新設し、博物館設備との接続ケープル

を地下遺構を傷めないように昭和38• 39年の発掘トレンチ内ならびに盛土中に埋設した。消火

栓は県営水道の引き込みとし、途中、消火ポンプを史跡指定地外に設置した。

③その他

平成 5年 3月25日夜、復元住居 JD-19が不審火により消失した。幸いに、警備員の適切な

初期消火活動により他への延焼は免れた。この火災の教訓を生かし、平成 5年度の JD-19の

再建には、燃えやすいヵャの穂・葉を取り払った茎に防炎・防カビ剤クリーンシールアウトを

真空含浸したもの500束を使用した。他の復元住居 5棟に対しては、従来のカヤ葺の上に上記

のカヤを葺き重ね、緩みを調整（結束材・藤づるの弾力性が失われ、新にシュロ縄を使用）し

たうえ、防炎・防カビ剤を表面及び内面に吹き付けた。また、児童の遊びによる屋根の損傷も

みられたことから、各復元住居の周囲に簡単な柵を設けた。
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(3) 貝塚の表現

長径約170mの大型馬蹄形貝塚である南貝塚の規模や形態を、見学者が実感でき得るように

貝層の輪郭を表示した。また、北貝塚との貝層堆積状態や時期的な違いを理解できるように、

南貝塚貝層断面観覧施設を新設した。当初、断面の展示に関しては、調査時の姿をそのまま固

定する展示を計画した。しかし、北貝塚で見られる貝層面の固定法では、カビ・コケ、カルシュ

ウム塩の白色析出などの問題に対して具体的な解決方法が見出だせない状況であったため、貝

層面を剥取る転写法による展示方法を採用した。

①貝層表示

昭和48年の若潮国体の際に南貝塚の整備の一つとして、ボーリング棒の探査に基づいて得ら

れた貝層の輪郭を、大谷石でモザイク状に幅約 1rnに組み、全長1,045mを貝層表示していた。

今回は、地下レーダー探査 (5mメッシュ）及び比抵抗マッピングの結果（図 9 • P L 3) に

よって貝層輪郭を修正し、全長1,065mにわたって新に大谷石を敷き直した。

②貝層断面観覧施設

施設は加曽利貝塚B地点に位置する。昭和39• 40年の発掘トレンチを平成元年度に再発掘し

て、中央通路幅1.6m、その両側に長さ30mの展示室を設けた。トンネル状の鉄筋コンクリート

造りである。床面下の遺構には山砂を客土し、両側の貝層断面には耐水ベニャを間隙とした。

土中の水分を吸っての展示室内の結露に対して、アスファルト防水胴をつくり、通風を確保す

るために展示室の扉と上部にガラリを設け、通路中央にファンを設置し外部への強制換気を図っ

た。また、現地での史跡の理解を深めるために、換気塔屋上に500分の 1の彩色磁器質製の加

曽利貝塚立体地形模型を設置した。模型の貝層部分は、色で識別できるとともに、艶を消して

指先の感触でも分かるように工夫した。

展示パネルとなる貝層断面転写マットは、貝層断面全長35mを接状剥離したものである。貝

層面にウレタン系樹脂OH•Al を散布し、その上に約50cm角の揉み解されたガラス繊維を

障子紙をはるように貼りつける。更に、ガラス繊維上面に O Hを塗布、刷毛で叩いてガラス繊

維と貝層断面を密着させる。散水することでO Hが含水し、硬化したガラス繊維を貝層面から

剥離する。剥離面に付着した余分な土などを水洗し、ウレタン系樹脂を用いて繊維を補修する

とともにアルカリ系樹脂とゴムの混合液を用いてマットを強化した。展示パネルは最終段階で

一面30mに及ぶことから、展示室に搬入するために1.8X3.6mを基本とする分割パネルを製作

し、展示室で一枚の展示パネルに合成し、表面を整形した。

なお、展示解説は、貝の堆積と貝の成長分析の結果（別掲、樋泉岳ー「加曽利南貝塚貝層断

面観覧施設建設に伴う貝層分析調査について」を参照）をもとにした南貝塚の概要を、 CDに

よって音声と照明が連動する約 3分間の説明とした。
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(4) 園路・説明板等の整備

園路は、史跡の管理用車両が通行できるものと史跡の見学・散策者用の ．．つのタイプの園路

を整備した。管理用通路は以前貝層表示に使われた大谷石を再利用して西側の公衆道路から南

側県営住宅に沿って設置し、史跡西側の境界を明確にした。親しみある町の中の史跡として柵

を巡らさず、出入口 5か所を設け、丈の低いドウダンツッシのモールで開放的に修景した。

見学・散策者用の園路は、幅員 2mとし、地下の遺構を傷めないよう表1-.lOcm内で路床を

造った自然砂利型舗装とした。耐久性に若干弱点かあり、元年度実施分の一部を平成 5年度に

補修した。

説明板は加曽利貝塚の概要の総合説明板 1基（加曽利貝塚の位置、調査） と各地点・逍構の

特色の説明板 8基（南貝塚の調査、 B地点発見の土器、貝塚の中心、共同墓地か、縄文中期の

集落、縄文時代の舟着場か、縄文時代の植生、南貝塚の野生植物）を設躍した。本体は鉄筋コ

ンクリート製、黒御影石張の仕上で、パネルは耐久・耐候性か高い磁器質陶板である。
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3 史跡整備の歩みとこれからの方向

史跡の保存整備は、近年、各地で街づくりを目的とした行政手法の一つとして事業が展開さ

れている。

文化財保護法第 1条（目的）「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もっ

て国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする」とある

が、史跡の活用を図る史跡整備の施策は、現行の法体系では明確化されていない。

史跡については、大正 9年に追跡の国指定保存が始まって以来、支持されてきた現状凍結保

存の方針が受け継げられてきた。法第80条（現状変更等の制限及び原状回復の命令）により、

指定された史跡については厳しい現状変更の規制がかけられ、現状のまま保存していこうとす

る傾向は近年まで強く残されてきた。

文化財保護法の施行後、特に昭和30年以降、経済活動の活発化によって士地利用形態が多様

化してくると土地は投機の対象となり、厳しい史跡規制の代償に対して史跡の公有化が検討さ

れ、進められた。昭和40年代初、史跡公有化事業の補助率は国50％であったが、史跡保存その

ものは国の固有の事務であり、地方自治体が国に代って行なうものという認識により、現在で

は、国80%、県10％補助率が定着し、史跡の公有化が進められている。しかし文化庁の予算規

模が他の省庁に比べ元来小さいものであり、新規事業の設定などで苦慮しているのが現状であ

る。

史跡の公有化によって史跡の保存は果たされる。しかし、その管理をどうするか、また多額

の税金を使って確保した土地を草地・荒地として保持している問題などの議論が生じた。この

ため、史跡を有効に活用する方法はないかということが課題となった。昭和40年度に「史跡環

境整備事業」が、 41年度に県単位に複数遺跡の保存・整備と資料館の設置からなる「風土記の

丘設置事業」が開始された。また、昭和41年10月、史跡を持つ全国の自治体首長39名による全

国史跡整備市町村協議会（初代会長・静岡市長）が発足した。

昭和40年代は、史跡の保存公有化・整備の揺藍期であり、高松塚古墳の壁画保存•発掘遺構

の露出展示など遺構の保存と史跡の修景を中心に調査研究（実験）が進められ、史跡の整備が

推進された。戦後の科学技術の急速な発展と経済の高度成長により、昭和50年代は高度情報化

時代に入り、人々の考え方・価値観が多様化し、物質的充足から精神的充足が求められた。ま

た、地方の時代と叫ばれ、地域文化が見直された。史跡等を活かした街づくりの要請が高まり、

平成元年度から「ふるさと歴史の広場」（史跡等活用特別事業）、 4年度からは、国分寺跡・国

府跡等を地域の中核史跡として整備活用する「地域中核史跡等整備特別事業」が実施された。

7年度には公共投資重点化枠で「大規模遺跡総合整備事業」（古代ロマン再生事業）が計画さ

れるに至った。

このような社会的環境の変化の中で、文化庁は、平成 4年 4月文化財保護審議会の下に、文
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化財保護企画特別委員会を設置した。平成 5年 4月、これからの文化財保護の在り方等につい

ての報告書「時代の変化に対応した文化財保護施策の改善充実について一審議経過報告ー」が

文化財保護審議会に提出された。

このなかで、史跡等の整備に関しては、「史跡の歴史上の意義等の理解促進を図る史跡等活

用特別事業（ふるさと歴史の広場）のように、文化財の活用を進める整備事業の拡充に努める

必要がある。」〔第 4- 1文化財の活用の推進について (1)文化財に国民が親しむ機会の拡大(2)

文化財公開施設等の整備〕、「歴史的建造物や史跡・名勝などの文化財が集中している地域につ

いては、（中略）文化財周辺の自然的・歴史的環境の保全を図り、広く歴史的文化地域として

面的な柩備を進めることが適当である。」〔同(3)文化財集中地域の面的な整備〕と報告され、ふ

るさと歴史の広場及び地域版風上記の丘の推進を提言している。

また、整備のビジュアル化に対しては、『史跡等のうち、現状ではその本来の歴史的意味や

価値を理解できなくなっているものについては、これを公開・活用するために整備する必要が

あり、従来、史跡公園事業や「ふるさと歴史の広場」事業などが行なわれてきた。このような

整備を行うに際しては、歴史的な建造物や地下の遺構等を損傷してしまうことがあってはなら

ないのは当然であるが、具体的整備方法についても、史跡等の種類や歴史的価値に応じて、遺

構の平面的な表示、失われた歴史的な建造物の立体的復元表示等、個々の史跡等に最も適した

手法を選択し、史跡等の適切な活用を図る必要がある。また、近年、地方公共団体から要望の

多い失われた歴史的な建造物の復元については、それ自体は、文化財への関心や歴史上の理解

を深め、また、地域の象徴としての役割を果たすなどの意義があると考えられる。他方、復元

によって遺構が損傷したり、史跡等の本来のイメージが損なわれるおそれがあること、歴史的

資料の不足により正確な復元か困難であることなどから、これに反対する意見も強い。したがっ

て、失われた歴史的な建造物の復元にあたっては、個別の計画において、史跡等の整備の手法

としての適否、遺構へ影聾、歴史的裏付け等個々の問題点を十分考慮した上で、復元の是非及

びその方法等が十分検討されるよう指導を行っていく必要がある。』（同 2 史跡の整備と失わ

れた歴史的建造物等の復元）と報告し、従来の現状保存から積極的な整備・活用の必要性が打

ち出されている。

千葉市はこれまで史跡整備基本計画を表し、整備の手法等を検討し、具体的に加曽利南貝塚

の整備を進めてきた。今後、史跡等の保存・整備を推進するためには、学術的判断を踏まえた

上で、積極的に保存すぺき迫跡の選択と対策別でのランキング作業を進め、市民に遺跡の保全

計画（保存と活用）の内容を示して批判と協力を受けることで、新たな段階へと進むことが行

政の本来の仕事と考えている。また、「貝塚の街」・千葉市の街づくりは、より広い意味での

栂物館活動によって進められると言っても過言でなく、今後に期待するものである。

（千葉市教育委員会・文化課）
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加営利貝塚空撮 PL -1 
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PL-2 縄文集落の復原

11) 住居跡再発掘（柱穴及び壁柱穴などの確認） (2) 遺構面の復原（埋戻して客土で覆う）

131 柱と桁の取付 14) 垂 木

(5) 屋根葺き 161 集落の復元
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PL-4 南貝塚貝暦断面観魔施設

"--,..ii'_—曇ゃ出Ar芯食‘’ ・ •,”~ 、、2 ;r

111 貝層断面保護観覧施設計画発掘調査

（手前貝塚内部遺構群．平成元年度）

131 貝層接状剥離作業

（ウレタン樹脂塗布後，ガラス繊維を貼る）

151 転写マット（表面）の補強
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121 建設地点再発掘（平成 3年度）

14) 貝層の転写 (35mX 2面）

16) パネル製作（小運搬できる大きさにパネルを作る。

展示の際に隣のマットが貼り組まれる。）


